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一時的に生活支援を必要とする
子 育 て 家 庭

⺠間事業者への委託

（仮称）さんさんプラスサポート
契約事業者

保 健 福 祉 セ ン タ ー
総合的な支援の調整 (主に保健師）

●産前･産後の体調不良や育児能⼒の低下等により、⼀時的に⽣活⽀援を必要とする家庭に、（仮称 )さんさんプラスサポートを届ける
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⑦ヘルパー訪問 ⑧実施状況報告
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利⽤の働きかけ

②

④

アセスメント 会議で決定・妊娠期面接
・乳児期家庭訪問事業
・健診等

・利⽤者支援事業
（基本型）

・訪問日程の調整
・地域資源へのつなぎ
・保健師への報告等

・子育て支援の情報を豊富に持つこと
・子育て団体などの地域資源とつなぐことができ
ることなどから、効果的に事業を実施できる利
用者支援事業ひろば型中間支援センターへ委託
することを想定

報

告

・体調回復
・生活リズムの
回復
・他の支援に
つながる等


